
認可外保育施設一時預かり
利用チケットのご案内

子育て中の保護者のリフレッシュ等を目的に、松阪市内の認可外保育施設で
利用できる10,000円分（1,000円×10枚）のチケットを配付します。

施設名 住所 電話番号 受入年齢
利用可能
曜日・時間

定休日･その他

ちびっこ
はうす

久保田町
161

0598-
30-6105

生後6か月
～未就学児

年中無休
8:30～17:00

12/28～1/3は休み
事前に見学・登録をお願い
しています

子育てサロン

あっぷる
大黒田町
1642

0598-
31-2315

生後3か月
～未就学児

平日
8:00～18:00

時間外・土日祝日は予約に
応じて開所
事前面談、登録料等必要

保育ルーム
３９

嬉野野田町
30-47

090-5455-
7070

生後6か月
～未就学児

平日
9:00～17:00

土日祝祭日は定休
事前面接、登録料必要

保育ルーム

あっぷっぷ
京町一区
14-6

090-7860-
0292

生後3か月
～未就学児

平日、土･日曜日
8:30～18:00

祝日、第2･4土曜は定休
事前面接、登録料必要

掲示期間：R9.3.31迄

【配付対象者】
松阪市内に住所があり、令和5年（2023年）4月2日以降生まれの
お子さんがいる保護者

【申込方法】
令和9年3月31日までにWebにて申込ください。詳しい申込方法は、
検索または二次元バーコードからご確認ください。

【利用対象者】
申込まれたお子さん本人および未就学の兄弟姉妹

【利用方法】
〇チケットの有効期限は、令和9年6月30日です。
〇利用希望の施設へ事前連絡し、面談等の指示に従ってください。
〇お会計の際に、チケットを活用してお支払いください。
〇おつりは出ません。

松阪市 一時預かり利用チケット 検 索

（問）松阪市役所健康福祉部こども局こども未来課 0598-53-4083

【対象施設】
利用要件等が異なりますので、利用前に各施設へご確認ください。

※各施設への連絡は、下記の利用可能日・時間帯にお願いします。

令和8年度

今年度から対象年齢を２歳児まで拡大
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